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佐世保市業務委託の契約事務に関する基幹要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、佐世保市が発注する業務委託について、公正かつ適正な

契約事務を執行するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）、佐世保市財

務規則（昭和４４年規則第９号。以下「規則」という。）、佐世保市財務規則

事務取扱要領（平成１７年９月８日実施。以下「取扱要領」という。）その他

法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において「業務」とは、本市の事務事業であって、特殊な技

術、専門的な知識、設備等（次項において「技術等」という。）を必要とする

ものをいう。  

２ この要綱において「業務委託」とは、業務を実施するにあたり、本市が直

接実施するよりも技術等を有する者に実施させた方が効率的であるため、当

該技術等を有する者（次項において「受託者」という。）に業務を委託するこ

とをいう。  

３ この要綱において「業務委託契約」とは、業務委託をするため本市と受託

者が締結する工事に係る設計、調査及び測量の契約を除く請負、委任等の私

法上の契約であって、地方自治法施行規則（昭和２２年内務令第２９号）第

１５条第２項別記で定める歳出予算の節区分「１２節委託料」から支出する

ものをいう。  

４ この要綱において「長期継続契約」とは、地方自治法第２３４条の３に規

定する契約をいう。 

５ この要綱において「見積り合せ」とは、施行令第１６７条の２第１項第１

号による随意契約のうち、規則第１７７条第１項に基づく競争見積方式によ

り行う随意契約をいう。 

６ この要綱において「特命随意契約」とは、施行令第１６７条の２第１項第

２号から第９号に基づく１者との随意契約をいう。  

７ この要綱において「発注課」とは、業務の発注等契約事務を担当する課を

いう。 

（長期継続契約の範囲等）  
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第２条の２ 佐世保市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

（平成１７年条例第３号。以下「長期継続契約条例」という。）第２条第３

号から第８号までに規定する契約は、原則として長期継続契約を行わなけれ

ばならない。ただし、業務内容等から判断し、やむを得ない場合は、この限

りでない。 

２ 前項ただし書の規定により長期継続契約としない場合、発注課は、事前に

契約課と協議するものとし、その協議結果を契約締結の決裁に記載しなけれ

ばならない。  

３ 長期継続契約条例第２条第５号の施設の維持管理業務とは、工事又はこれ

に準ずる方法により設置した設備等に係る業務のうち、次に掲げる業務とす

る。 

⑴ 設備・機器の運転管理業務  

⑵ 消防設備保守点検業務  

⑶ ボイラー保守点検業務  

⑷ 自家用電気工作物保守点検（保安）業務  

⑸ 空調設備保守点検業務  

⑹ エレベーター保守点検業務  

⑺ 自動ドア保守点検業務  

⑻ その他の機械保守点検業務  

４ 前項に規定する保守点検業務とは、次のいずれかの業務とする。  

⑴ 定期保守業務 設備・機器が正常に作動するために定期的に点検し、必

要に応じて契約に定められた範囲で正常稼働に必要な消耗品等を交換し、

又は調整する業務  

⑵ 経常保守業務 設備・機器が正常に作動するため、これを行う設備等に

ついて経常的に点検及び監視を行い、必要に応じて契約に定められた範囲

で正常稼働に必要な消耗品等を交換し、又は調整する業務  

⑶ 年間保守業務 設備・機器に異常があった場合に、設備・機器の故障原

因を確認し、必要に応じて契約に定められた範囲で正常稼働させるための

復旧作業を行う業務  

（長期継続契約における契約期間）  

第２条の３ 長期継続契約の契約期間は、別表１に定めるとおりとする。ただ

し、業務内容等から判断し、やむを得ない場合は、この限りでない。  
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（長期継続契約の決裁区分）  

第２条の４ 長期継続契約に係る決裁区分については、契約期間の総額（契約

金額の確定前における、当該契約の契約予定期間における契約予定金額の総

額を含む。以下「契約期間総額」という。）に応じ、佐世保市事務処理規程

（昭和５８年規則第３１号。以下「事務処理規程」という。）の規定により

行うものとする。 

（入札又は見積り合せに参加することができる者）  

第３条 指名競争入札又は見積り合せ（以下「指名競争入札等」という。）に参

加することができる者は、佐世保市業務委託・役務入札参加資格者名簿（以

下「名簿」という。）に登録されている者（以下「名簿登録者」という。）と

する。  

２ 業務委託の内容により、名簿から業者選定ができないと判断された場合は、

別に定めるところにより、佐世保市建設工事・建設コンサルタント業務等入

札参加資格者（以下「資格者」という。）を指名競争入札等に参加させること

ができる。  

（名簿登録者の区分）  

第３条の２ 名簿登録者は、次の各号により区分する。  

⑴ 市内業者は、次のいずれかに該当する者をいう。  

イ 法人にあっては、佐世保市内（以下「市内」という。）に本社、本店を

有し、かつ、佐世保市税の滞納がない者  

ロ 個人にあっては、市内に事業所を有し、かつ、代表者の住民票を市内

に置き、かつ、その代表者に佐世保市税及び佐世保市国民健康保険税（以

下「市税等」という。）の滞納がない者  

⑵ 準市内業者は次のいずれかに該当する者とする。  

イ 法人にあっては、市内に支店、営業所等（以下「支店等」という。）を

有する法人で、かつ、佐世保市税の納税があり、かつ、その滞納がない

者  

ロ 個人事業者にあっては、市内に事業所を有し、かつ、市税等の納税が

あり、かつ、その滞納がない者  

⑶ 前号のいずれかに該当する準市内業者は、これをさらに準市内業者Ａ又

は準市内業者Ｂに区分する。  

 イ 準市内業者Ａは、次の事項全てを満たす者をいう。  
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  (ⅰ ) 登録した業種において、支店等に従事する従業員数が、当該業種

の市内業者の平均雇用職員数を上回ること。  

  (ⅱ ) 当該支店、営業所等（以下「支店等」という。）で雇用している者

のうち、佐世保市に住民票を有する者を半数以上雇用していること。 

  (ⅲ ) 支店等の開設後の年数が１０年以上であること。  

  (ⅳ ) 支店等の土地、家屋双方を所有している又は土地若しくは家屋を

所有し、登記していること。  

 ロ 準市内業者Ｂは、準市内業者Ａ以外の準市内業者をいう。  

⑷ 市外業者は、名簿登録者又は資格者のうち、市内業者又は準市内業者の

いずれにも該当しない者をいう。  

（業者選定基準及び指名業者数）  

第４条 一般競争入札の執行に関する事項については、第６条に定める選定委

員会で審議し、決定する。  

２ 契約期間総額が１件３００万円以上の業務委託契約に関する指名競争入札

においては、名簿登録者又は資格者のうち、市内業者又は準市内業者Ａを５

者以上指名するものとする。この場合において、市内業者から優先して指名

するものとし、市内業者で５者以上となるときは、市内業者のみで入札を行

うものとする。 

３ 契約期間総額が１件３００万円未満の業務委託契約に関する指名競争入

札等においては、名簿登録者又は資格者のうち、市内業者又は準市内業者Ａ

を２者以上指名するものとする。この場合において、市内業者から優先して

指名するものとし、市内業者で２者以上となるときは、市内業者のみで入札

を行うものとする。 

４ 見積り合せにおいては、名簿登録者又は資格者のうち、市内業者を２者以

上指名するものとし、市内業者が２者に満たない場合は、準市内業者Ａを指

名するものとする。  

５ 第２項 の場合において市内業者若しくは準市内業者Ａが５者に満たない

とき又は第３項及び第４項の場合において市内業者若しくは準市内業者Ａ

が２者に満たないときは、準市内業者Ｂの者を指名することができるものと

し、それでもなお５者又は２者に満たないときは、市外業者を指名すること

ができるものとする。  

６ 指名競争入札等において、前項の規定によっても指名する者が１者しかい
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ない場合又は契約の目的・内容により業務を委託することのできる名簿登録

者又は資格者がいない場合に限り、名簿又は資格者に登録されていない者

（以下この項において「登録外業者」という。）を指名することができる。こ

の場合において、業務委託の発注課は、当該登録外業者の指名に関し契約課

が行う名簿登録審査と同等の審査を行わなければならない。ただし、別表２

に定める基準のいずれかに該当する場合は、審査不要とする。  

７ 前２項の規定により市内業者以外の者を指名しようとする場合で、当該業

務委託の内容、契約金額等を考慮して必要と認められるときは、業務委託の

発注課は、事前に契約課と協議しなければならない。  

８ 業務委託の発注課は、市内業者以外の者を指名するときは、事前に契約課

と協議し、その理由を付して別紙「市内業者以外の者を選定する理由書」（様

式１又は２）により、契約課長に合議しなければならない。ただし、別表３

に定める基準に該当する場合は、契約課長との合議は不要とするが、契約課

と事前協議して整理した理由を業者選定の決裁に記載するものとする。  

９ 業務委託の発注課は、同一の業務に係る入札において、次の各号のいずれ

かの関係を有する２者以上の者を指名してはならないものとする。  

⑴ 資本的関係 次のいずれかに該当する場合をいう。  

イ 親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号に規定する

親会社をいう。以下この号において同じ。）と子会社（同条第３号に規定

する子会社（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に

規定する更生会社又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条

第４号に規定する再生手続が存続中の会社（次号において「更生会社等」

という。）を除く。）をいう。以下この号において同じ。）の関係にある場

合  

ロ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合  

⑵ 人的関係 次のいずれかに該当する場合をいう。  

イ 一の会社（更生会社等を除く。以下この号において同じ。）の役員（会

社法第３２９条第１項に規定する役員（監査役を除く。）をいう。以下こ

の号において同じ。）が、役員を現に兼ねている会社である場合  

ロ 一の会社の役員が、会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４

条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている会社である場

合  
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（特命随意契約における業者選定）  

第４条の２ 施行令第１６７条の２第１項第２号から第９号までの規定に基づ

く随意契約を行う場合は、「随意契約ガイドライン（令和元年７月２９日施

行）」に基づき随意契約の理由を整理し、整理した理由を契約締結の決裁に記

載しなければならない。  

（特定団体との特命随意契約）  

第４条の３ シルバー人材センター（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

（昭和４６年法律第６８号）第３７条第２項に規定する指定を受けた者をい

う。）と施行令第１６７条の２第１項第３号に基づき特命随意契約を行う場

合は、規則第１７５条の３に規定する事項に加え、別に定める「シルバー人

材センターへの発注に関するガイドライン」の発注基準を満たさなくてはな

らない。  

２ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

（平成２４年法律第５０号）第２条第４項に規定する障害者就労施設等と施

行令第１６７条の２第１項第３号に基づき特命随意契約する場合は、佐世保

地区障がい者就労支援協議会を通じて行うことを原則とし、施行令第１６７

条の２第１項３号及び規則第１７５条の３に規定する事項に加え、次の各号

すべてを満たさなくてはならない。  

 ⑴ 安全かつ簡易なものであること。  

 ⑵ 特命随意契約の理由及びその経緯が明確であること。  

 （契約相手方の選定に関する留意事項）  

第５条 発注課は、指名競争入札等によるときは、契約の相手方に係る次の事

項を留意し、勘案のうえ選定しなければならない。  

⑴ 不誠実な行為の有無  

⑵ 過去の業務等の実績  

⑶ 業務についての技術的適性  

⑷ 技術者及び機械器具の状況  

⑸ 市税等の納付状況  

⑹ 当該業務の履行場所その他の地理的要件  

⑺ 資本的関係及び人的関係の有無  

 （措置及び規制を受けた者の入札参加の制限、指名の取り消し、入札書の無

効及び契約の非締結）  
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第５条の２ 発注課は、次の各号に定める措置又は規制（以下「指名停止措置

等」という。）のいずれかに該当した者を一般競争入札及び指名競争入札等に

参加させてはならない。  

 ⑴ 佐世保市入札参加資格者指名停止措置要領（令和６年４月１日施行）に

基づく指名停止措置を受けた者  

 ⑵ 佐世保市が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づく各種契約等か

らの排除措置（平成２４年４月１日施行）に基づく指名除外措置を受けた

者  

 ⑶ 佐世保市建設工事暴力団対策要綱（昭和６３年５月１日施行）に基づく

指名除外措置を受けた者  

 ⑷ 佐世保市物品調達暴力団排除要綱（平成２４年４月１日施行）に基づく

指名除外措置を受けた者  

 ⑸ 下請代金等の未払い業者等に対する入札参加規制に関する事務処理要領

（平成２５年４月１日施行）に基づく入札参加規制を受けた者  

２ 発注課は、前項に掲げる各号のいずれかに該当する者の一般競争入札参加

を認めているとき、又は指名競争入札等において指名をしているときは、

これを取り消さなければならない。  

３ 発注課は、開札前の一般競争入札及び指名競争入札等において、第１項に

掲げる各号のいずれかに該当する者が応札済であるときには、その入札書

を無効としなければならない。  

４ 落札決定後に契約の相手方となるべき者（以下「落札者」という。）が、契

約締結日までに第１項に掲げる各号のいずれかに該当した場合は、当該契約

を締結しない。  

 （部局における選定委員会）  

第６条   発注課は、次の表の左欄に掲げる審議事項の区分に応じ、当該発注課

が所属する部局において選定委員会を設置し、必要な審議を受けなければな

らない。ただし、次表に定める委員長と事前協議し、選定委員会による審議

不要と判断したものについては、その理由を付し、事務処理規程第５条から

第８条までの決裁区分により、決定するものとする。  
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審議事項  委員長  委員  庶務  

・プロポーザル方式による発注案件に関

すること  

・３００万円超の発注案件に関すること  

・３００万円以下の発注案件で、発注課

長が、部局長の判断が必要とした案件

に関すること（以下「部局長判断審議

事項」という。）  

発 注 課

が 属 す

る 部 局

の長  

・発注課長  

・委員長が指

名 する 課 長

職以上の者  
発注課  

・３００万円以下の発注案件に関するこ

と  

発 注 課

長  

発注課長が指

名する者  

２ 発注課は、選定委員会において審議した事項を次表の区分により決裁にて

報告し、決定するものとする。  

審議内容  報告区分  

・プロポーザル方式による発注案件

に関すること  
部局長。ただし、発注内容から、事務

処理規程第５条及び第６条に規定す

る市長及び副市長の決裁事項に該当

すると考えられる場合はその区分  

・部局長判断審議事項  

・３００万円超の発注案件に関する

こと  

・その他の事項  
事務処理規程第５条から第８条まで

の規定による区分  

（予定価格の設定）  

第７条 予定価格は、規則第１６６条第１項及び第２項の規定に基づき、取扱

要領第４各号により設定するものとし、その設定方法は、消費税及び地方消

費税（以下「消費税等」という。）を加算する前の積算価格の１００円未満

の端数を切り捨てた額（以下「税抜き予定価格」という。）に、消費税等相

当額を加算する方法により行うものとする。ただし、次のいずれかに該当す

る場合はその限りではない。  

⑴ 単価契約の場合  

⑵ １００円未満を切り捨てない予定価格を設定する場合。ただし、その理

由を決裁に記載している場合に限る。  

２ 長期継続契約の場合の予定価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各
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号に定める額で定めるものとし、前項の規定は、その設定について準用する。 

 ⑴ 単価契約で行うもの 単価  

 ⑵ 年額にて設定することが必要であるもの 年額  

 ⑶ 契約期間にて設定することが必要であるもの 契約期間の総額  

⑷ 前項以外のもの 月額  

３ 第１項又は前項の規定により予定価格を設定するときは、予定価格調書を

作成するものとし、作成した予定価格調書は、業務名及び開札日時を記した

封筒に封入し、鍵付き保管庫に保管しておくものとする。  

４ 歩掛り（国・県が定める歩掛り表又は市が独自に定める歩掛り表における

算式及びその基準となる単価をいう。以下同じ。）を予定価格の積算基準とす

る業務は、次に掲げる業務とする。  

 ⑴ 佐世保市清掃業務・警備業務の契約事務に関する要綱  （平成２６年９月

２日施行。以下「清掃・警備要綱」という）第２条第１号に規定する清掃

業務及び同条第２号に規定する警備業務  

⑵ 佐世保市消防設備点検、消防設備保守点検業務の業者指名及び再委託に

関する事務取扱要綱  （平成２７年４月２３日施行）第２条第１項に規定す

る消防設備点検業務及びこれに付随する保守業務  

⑶ 佐世保市建設工事及び建設コンサルタント業務の契約事務に関する要

綱（平成８年７月１日施行）別表第１第２項に規定する業務  

⑷ 佐世保市除草・剪定業務及び伐採業務等の契約事務に関する要綱（平成

２６年４月１日施行）第２条第２号に規定する剪定業務。ただし、入札に

より契約を締結するものに限る。  

⑸ 前号までに定める業務以外で、歩掛りによる積算が可能な業務  

（最低制限価格）  

第８条 競争入札における最低制限価格の設定については、別に定めるところ

による。  

２ 随意契約によるときは、最低制限価格を設定しないものとする。  

 （指名・説明会日時等の通知）  

第９条 競争入札の業者指名、説明会日時等に係る事項は、原則としてファク

シミリ、電子メール又は佐世保市ホームページにて文書により通知するもの

とし、やむを得ない場合に限り口頭により行うものとする。  

（説明会及び縦覧等）  
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第１０条   競争入札及び随意契約の説明会は、業務委託の発注課の課長又は発

注課の課長が指名する職員（以下「入札執行者」という。）が行うものとする。

この場合において、契約の目的・内容により可能なときは、仕様書の縦覧又

はインターネット（インターネットその他の高度情報通信ネットワークをい

う。以下同じ。）によるダウンロード（次項において「縦覧等」という。）に

より説明会に代えることができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、文書、ファクシミリ、インターネット等による

方法により契約の内容を相手方に十分に了知させることができると認めら

れる場合は、説明会及び縦覧等を省略することができる。  

３ 業務委託の発注課は、所属する部局の発注に係る入札において、同日に同

種の業務に係る入札が複数行われる場合は、同一の者（第４条第９項に規定

する２者以上の者を含む。）が複数の入札において落札者とならないよう、必

要な措置を講じなければならない。ただし、当該措置を講じた結果、応札可

能な者が１者となる入札又は応札可能な者に市内業者又は準市内業者Ａが

２者以上含まれない入札については、この限りではない。  

（入札事務の執行）  

第１１条   競争入札の執行は、入札執行者が行う。  

２ 競争入札の執行を補助するため入札執行補助者をおき、業務委託の発注課

の課長又は入札執行者が指名する者をもって充てる。この場合において、入

札執行者が必要と認めるときは、複数人の入札執行補助者を置くことができ

る。  

３   入札室に入室できる者は、次のとおりとする。  

⑴ 入札者の代表者（以下この条において「本人」という。）  

⑵ 本人の委任を受けた代理人  

⑶ 前２号に定めるもののほか、事前に許可を受けた随行者１人  

４ 入札書は、本市に提出後は公文書として取り扱うものとする。  

（入札の開始）  

第１２条 入札執行者は、入札開始定刻に達した後、入札の開始を宣言し、次

条から第１９条までの入札事務を行わなければならない。  

 （再度入札）  

第１３条 再度入札における入札回数は２回までとする。この場合において、

最低制限価格を設定したときは、当該最低制限価格より低い価格で入札をし
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た者は再度入札に参加することができない。  

２ 再度入札において落札者がいないときは、最低価格で入札をした者（最低

制限価格を設定したときであって当該最低制限価格より低い価格で入札を

した者を除く。）から１回に限り見積書を徴し、随意契約をすることができる。 

３ 前項の規定によっても随意契約による契約を締結することができなかった

場合は、仕様の変更を行い、改めて競争入札を行うものとする。  

（郵便による入札）  

第１４条 規則第１６４条に規定する市長が特に指定した場合における郵便に

よる入札（以下「郵便入札」という。）の入札方法については次のとおりとす

る。  

⑴ 郵便入札においては、入札者は入札書を書留又は特定記録郵便にて、仕

様書、入札公告等（以下「仕様書等」という。）で定める到達期限までに日

本郵便株式会社佐世保木場田郵便局に到達するよう「局留め」で郵送しな

ければならず、持参による提出は認めないものとする。この場合において、

やむを得ない理由があると認められるときに限り、佐世保木場田郵便局以

外の最寄りの郵便局への局留めによる郵送を認めるものとする。  

⑵ 日本郵便株式会社佐世保木場田郵便局又は同郵便局に代わる最寄りの

郵便局に局留めにより到達した入札書（以下「郵便入札書」という。）を当

該郵便局から本市が受領した時をもって、本市に入札書が提出されたもの

とし、規則第１６４条第１項に規定する入札が行われたものとみなす。  

⑶ 郵便入札書は、入札執行者及び入札執行補助者の２名以上で受領しなけ

ればならない。ただし、入札執行者が不在の場合は、入札執行補助者２名

以上で受領することができる。  

⑷ 本市到達後の郵便入札書は、開札日時まで開封してはならず、発注課の

課長は善良なる管理者の注意をもって、これを保管しなければならない。 

⑸ 本市到達後の郵便入札書の書換え又は撤回は、認めないものとする。  

⑹ 入札執行者は、入札書が指定の郵便局に、指定の期限まで到達している

かについて、日本郵便株式会社のホームページにて確認しなければならな

い。  

（期間入札）  

第１４条の２ 市内業者及び準市内業者を対象として行う入札においては、一

定の期間を定め入札書を提出させる入札（以下「期間入札」という。）を行う
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ことができる。  

２ 期間入札において、入札者は、仕様書等で定めるところにより、受領場所

に入札書を持参し、提出期限までに提出しなければならないものとする。  

３ 前項の規定により持参された入札書（以下「期間入札書」という。）は、次

項及び第５項に規定する手続により本市が受領した時をもって、規則第１６

３条第１項に規定による入札書の提出が行われたものとみなす。  

４ 期間入札書は、入札執行者及び入札執行補助者の２名以上で受領しなけれ

ばならない。ただし、入札執行者が不在の場合は、入札執行補助者２名以上

で受領することができる。  

５ 期間入札書を受領した入札執行者又は入札執行補助者は、期間入札書の受

領日時を証明するものとして、次に掲げる事項を記載した受領書を、入札者

に対し交付する。この場合において、入札執行者又は入札執行補助者は、当

該受領書を２通作成し、１通を副本として保管するものとする。 

⑴ 業務名及び発注課名  

⑵ 受領日時  

⑶ 受領した入札執行者又は入札執行補助者の氏名  

６ 受領した期間入札書は、開札日時まで開封してはならず、発注課の課長は

善良なる管理者の注意をもって、これを保管しなければならない。  

７ 本市受領後の期間入札書の書換え又は撤回は、認めないものとする。  

（電子メール入札） 

第１４条の３ インターネットを利用した電子メールによる入札（電子メー

ルにより送信された電子メール入札書（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識できない方式により作成された入札書をいう。以下

同じ。）を原本とみなして行う入札。以下「電子メール入札」という。）の

入札方法については次のとおりとする。 

２ 電子メール入札に参加する場合、入札参加希望者は、財務規則第１６３条

第５項に定める「認証」として、つぎの区分に応じ事前認証を受けなければ

ならない。 

⑴ 電子申請による場合  佐世保市ホームページから電子申請フォームに

より申請する。 

⑵ 入札ごとに行う申請の場合 電子メール入札認証申請書（様式４）（以下

「申請書」という。）により申請する。 
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３ 発注課（電子申請の場合は契約課）は、申請書（電子申請）を受理後、必

要事項を審査し、次の区分に応じ、認証・否認証の通知を入札参加希望者へ

行うものとする。 

⑴ 電子申請による場合 電子申請の完了処理時に発信される電子メール 

⑵ 入札ごとに行う申請の場合 認証する場合は「電子メール入札参加認証

通知書（様式５）（以下「認証書」という。）、否認証とする場合は「電子メ

ール入札参加否認証通知書（様式６）」をもって、ファクシミリ又は電子メ

ールにより行う。なお、否認証の場合は、発注課が指定した申請期日まで

に再度申請を行うことができる。 

４ 入札から落札者決定までの手順は次のとおりとする。 

⑴ 開封用のパスワードを設定し、電子メール入札書を保存した電子ファイ

ル（以下「電子ファイル」という。）を電子メールに添付し、発注課指定の

電子メールアドレス（以下「受信アドレス」という。）に送信する。この電

子メールが受信アドレスに到達した時をもって規則第１６３条第１項に

規定する入札が行われたものとみなすものとし、電子メールの撤回及び再

送信は、認めないものとする。 

⑵ 入札された電子ファイルは開札日時まで開封してはならず、発注課の課

長は、開札日時まで電子ファイルが開封されないよう、次号に規定する「電

子ファイル解除用パスワード通知書（様式７）」を善良なる管理者の注意を

もって保管するとともに、電子ファイルを消失・書換え等がなされること

がないよう、受信アドレス内に適切に保管しなければならない。 

⑶ 入札者は、電子ファイルを送信後、指定された期日までに「電子ファイ

ル解除用パスワード通知書（様式７）」をもって、発注課へファクシミリに

よりパスワードを通知するものとする。 

⑷ 開札は、入札執行者及び入札執行補助者が、前項により通知されたパス

ワードにより電子ファイルを開封し行うものとし、第１８条の規定により

落札候補者を決定する。同額の場合は、第１９条第１号に規定する「数値

くじ」により落札候補者を決定するものとする。 

⑸ 入札執行者は、落札者を決定するため、落札候補者から申請書の原本及

び電子メール入札書の原本を徴し、これらが送信された申請書及び電子メ

ール入札書と相違なく同一のものであるかを確認した後、落札候補者を落

札者としなければならない。 
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５ 入札執行者は、電子メール入札で入札したことを証するため、入札者か

ら送信されたすべての入札書（落札者分を含む。）を、落札者から徴した入

札書原本と共に入札結果調書等に添付し、保存しなければならない。 

（入札方法の併用） 

第１４条の４ 名簿登録者及び資格者を対象として入札を行う場合等、必要

があると認めるときは、郵便入札、期間入札及び電子メール入札を併用又

はこれらを組み合わせた入札を行うことができる。 

２ 前項の規定により郵便入札、期間入札及び電子メール入札を併用又はこ

れらを組み合わせた入札を行う場合は、その方法に応じ、仕様書等におい

て、次の日時を同一としなければならない。 

⑴ 郵便入札書の受付開始日時、期間入札書の受領開始日時、電子メール

の受信開始日時 

⑵ 郵便入札書の到達期限、期間入札書の提出期限、電子メールの受信期

限 

（郵便入札若しくは期間入札又はこれらを併用する入札において使用する

封筒の仕様等）  

第１５条 郵便入札若しくは期間入札又はこれらを併用する入札（以下「郵便

入札等」という。）において使用する封筒は、原則として「長形３号封筒」と

し、入札者は、入札書を封筒に入れ封をし、封筒表面に開札日、業務名、業

務の発注課名等の名称を記入のうえ「入札書」と記載し、封筒裏には入札者

の住所、法人名及び法人代表者名（個人事業者のときは屋号及び事業者名）

を記入しなければならない。  

２ 郵便入札の場合における封筒の宛名は「日本郵便株式会社佐世保木場田郵

便局（第１４条第１号の規定により木場田郵便局以外の郵便局である場合は、

当該郵便局）留め、佐世保市役所行」とし、入札者は、当該封筒を佐世保市

長宛の「親展」として郵送しなければならない。  

（入札保証金等の取扱い）  

第１６条 入札者に入札保証金又はこれに代わる担保（以下この条において「保

証金等」という。）の納付又は提供をさせるときは、入札執行者が入札執行直

前に当該保証金等の確認を行い、入札執行者の面前において入札者に封かん

させ、封筒表面に氏名及び金額を明記させるものとする。  

２ 保証金等の納付又は提供を受けたときは、入札執行者は、当該入札者に対



15 

 

して受領書を発行するものとする。  

３ 規則第１６９条第１号の規定により入札保証金を免除された入札者につい

ては、入札執行日の前日までに入札保証保険証券を提出させるものとする。 

（開札）  

第１７条 入札執行者は、施行令第１６７条の８及び次に定めるところにより

開札事務を執行するものとする。  

⑴ 入札執行者又は入札執行補助者は、開札を行うごとに入札者に開札する

ことを告げ、入札書の開封を行う。  

⑵ 施行令第１６７条の８第４項に該当するときは、直ちに再度入札を行う。 

２ 郵便入札、期間入札及び電子メール入札を併用又はこれらを組み合わせた

入札については、入札執行者が、入札書受付期限（郵便入札にあっては第１

４条第１号に規定する郵便入札書の到達期限を、期間入札にあっては第１４

条の２第２項に規定する期間入札書の提出期限を、電子メールにあっては発

注課が定める電子メール入札書の受信期限を、これらを併用又は組み合わせ

て行う入札にあってはこれらの期限をいう。）までに入札者のうちから指名

した１者以上の者の代表者（個人事業者のときはその者）を立ち会わせて、

開札を行うものとする。この場合において、指名された入札者の代表者は、

当該代表者に代わり、代理人を立ち会わせることができるものとする。  

３ 入札者の代表者が代理人を開札に立ち会わせる場合、入札者の代表者は、

当該開札立ち会いについて、委任状（開札立会用）により、代理人への委任

を行わなければならない。  

４ 第２項の規定により指名された入札者の代表者又はその代理人（以下「入

札立会人等」という。）が、やむを得ない理由により開札に立ち会うことがで

きない場合は、当該入札事務に関係のない他課の職員（以下「入札立会職員」

という。）を立ち会わせなければならない。  

５ 入札執行者は、開札に先立ち、立会人名簿に、入札立会人等が立ち会う場

合にあっては当該入札立会人等の氏名及び法人名（個人事業者のときは屋号

又は事業者名）を、入札立会職員が立ち会う場合にあっては当該入札立会職

員の氏名及び課名を記入させなければならない。  

 （入札の無効）  

第１７条の２ 入札の無効は、規則第１７０条による。  

２ 電子メール入札における無効は、規則第１７０条に該当する場合に加え、
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次のいずれかに該当する場合とする。 

 ⑴ 認証書の交付を経ずに入札した場合 

 ⑵ 発信アドレス以外から入札された場合 

 ⑶ 受信アドレス以外に入札された場合 

 ⑷ 同一入札に際し、電子メールが再度送信されるなどにより、電子メール

入札書が２通以上送信された場合 

 ⑸ 電子ファイルにパスワードが設定されていない場合 

 ⑹ 申請書に記載されたパスワードにより電子ファイルが開封できない場合 

 ⑺ 電子メールに電子ファイルが添付されていない場合 

⑻ 電子メール入札書のみを添付している場合 

 ⑼ 送信された電子ファイル又は電子メール入札書が、コンピュータウイル

スに感染していた場合 

 ⑽ 電子メール入札書と電子メール入札書の原本が相違なく同一のものと確

認できない場合、又は送信された申請書と申請書の原本が相違なく同一の

ものと確認できない場合 

 ⑾ その他発注課が仕様書等に示した方法以外で入札した場合  

（入札書等の押印）  

第１７条の３ 一般競争入札及び指名競争入札等において、押印（会社の印及

び代表者の印（個人事業主にあっては代表者の印））を要することとした入札

書等に押印がない場合、発注課は、当該入札書等を無効としなければならな

い。  

（落札者の決定）  

第１８条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低

の価格をもって申込みをした者（最低制限価格を設定した場合は、予定価格

の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者

のうち最低の価格をもって申込みをした者）の氏名及び入札価格を読み上げ、

入札者に落札者の決定を告げることにより、落札者を決定するものとする。 

（くじによる落札者の決定手続）  

第１９条 施行令第１６７条の９に定めるくじによる落札者の決定は、次の各

号に掲げるいずれかの方法により、それぞれ当該各号に定める手続により執

行するものとする。ただし、くじの執行に当たっては、当該方法により難い

と認められる場合を除き、第１号に掲げる方法によるものとする。  
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 ⑴ 入札者により選定された任意の数値を用いるくじ 

イ 説明会又は縦覧等において、同額の場合は本号の手順により、入札者

により選定された任意の数値を用いるくじ（以下「数値くじ」という。）

にて決定を行う旨を入札者に周知し、あらかじめ入札書に「０」から「９

９９」までの３桁の任意の整数（以下「くじ番号」という。）を記載させ

るものとする。 

ロ 数値くじによる落札者の決定は、入札終了後速やかに行う。 

ハ 同額となった入札者にそれぞれ、入札書の受付順に「０」から番号（以

下「受付番号」という。）を付する。この場合において、付番の順位決定

は、次のとおりとする。 

(ⅰ) 期間入札の場合 受領書に記載された日時（以下「持参日時」とい

う。）が早い順 

(ⅱ) 郵便入札の場合 郵便局で引受された日時（以下「引受日時」とい

う。）が早い順 

(ⅲ) 電子メール入札の場合 電子メールを受信アドレスに受信した日時

（以下「受信日時」という。）が早い順 

(ⅳ) 期間入札、郵便入札及び電子メール入札を併用又はこれらを組み合

わせた入札を行う場合 持参日時引受日時又は受信日時が早い順 

ニ 次の算式にて計算し、その余りの数値と受付番号が合致した入札者を

落札者とする。この場合において、入札書にくじ番号が記載されていな

いときは、当該入札書のくじ番号は「０」とみなす。 

（同額となった入札書に記載されたそれぞれのくじ番号全ての和）÷（同

額となった入札書の数） 

ホ 決定後は、落札者の入札書に、入札立会人等による立会いの場合は当

該入札立会人等の業者名を、入札立会職員による立会いの場合は当該職

員名を記名させ、加えて「数値くじにて決定した」と記入させるものと

する。 

 ⑵ 抽選用紙によるくじ  

イ 説明会又は縦覧等において、同額の場合は本号の手順によるくじにて

決定を行う旨を関係者に周知する。  

ロ 当該同額入札者全員がくじを引く権限を有し、現に立会いを行ってい

る場合は入札終了後にその場でくじを引くものとし、そうでない場合は
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日時を改めて当該同額入札者全員に出席を求め、くじを引かせて落札者

を決定するものとする。  

ハ 決定後は、落札者の入札書に、くじを引いた業者名を記名させ、加え

て落札者に「くじにより決定した」と記入させるものとする。  

ニ ハの場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるとき

は、これに代えて、当該入札事務に関係の無い他課の職員にくじを引か

せるものとし、決定後は、この職員にも記名させるものとする。  

（落札後の処理）  

第２０条 発注課は、一般競争入札及び指名競争入札等の落札者が決定したと

きは、入札結果調査表の落札金額欄に「決定」と記入するものとする。  

 （契約の締結）  

第２１条 発注課は、原則として、落札者が決定した日（開札日に決定したも

のにあっては開札日、施行令第１６７条の２第１項第８号に基づく随意契約

にあっては、その随意契約の見積書提出日）から７日以内（初日不算入とし、

その期間の末日が佐世保市の休日を定める条例（平成２年条例第２２号）第

１条第１項各号に規定する市の休日のときは、その翌日）に落札者と契約を

締結しなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、７日を超えて契約を締結する場合、発注課は、

契約締結伺いにその理由を付し、契約を締結しなければならない。  

（入札公告等の記載）  

第２１条の２ 発注課は、規則第１７０条各号に定める入札の無効及び第５条

の２第各項で定める指名停止措置等  を受けた者の入札参加の制限等につい

て、一般競争入札及び指名競争入札等  における公告又は指名通知により、一

般競争入札及び指名競争入札等に参加する者にあらかじめこの旨を了知さ

せなければならない。  

（長期継続契約の場合の契約書）  

第２２条 長期継続契約の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければなら

ない。  

⑴ 契約金額の総額及び各年度の内訳  

⑵ 翌年度以降における歳出予算の減額又は削除があった場合の契約変更

又は解除に関する事項  

⑶ 前号による契約変更又は解除に伴い、受注者に損失又は損害が発生した
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場合の補償に関する事項  

（長期継続契約に係る労務単価等の変動に係る措置）  

第２２条の２ 長期継続契約において、歩掛り、労務単価又は市場の著しい変

動が確認された場合は、発注者は、受注者と協議のうえ、次の算式により算

出した額の増減により、契約金額を変更することができる。  

  算式  

  （新積算額）×（請負率）－（原契約額）  

    備考１ 「新積算額」とは、最新の歩掛り、労務単価又は市場の著し

い変動により変更した単価等で積算した消費税等相当額を含

む業務費総額をいう。  

    備考２ 「請負率」とは、契約初年度の契約金額を契約初年度に設定

した設計金額で除した率で、小数点第３位以下の数値を切り捨

てたものをいう。  

    備考３ 「原契約額」とは、変更前の契約金額をいう。  

２ 前項の市場の著しい変動とは、次のいずれかに該当する場合をいう。  

 ⑴ 公共事業等に用いる労務単価等（以下「労務単価等」という。）に著しい

増減が認められる場合  

 ⑵ 労務単価等に準じると判断できる数値により、特に著しい増減が認めら

れる場合  

３ 前項第２号の規定により契約金額の変更を行おうとする場合は、契約課か

ら通知があった場合を除き、事前に契約課と協議しなければならない。  

４ 第１項の規定により契約金額の変更を行う場合の基準日は、次の区分とす

る。  

 ⑴ 歩掛り及び労務単価等の変動にあっては、その適用日  

 ⑵ その他の変動にあっては、双方の合意による適用日  

５ 第１項の規定により契約金額の変更を行う場合は、発注者から第１項の算

式により算出した変更金額（以下「変更額」という。）を受注者に提示し、合

意に至った場合には、受注者から変更額が記載された見積書等を徴し、変更

契約を締結するものとする。  

（入札結果及び見積り合せ結果に係る情報の公表）  

第２３条 一般競争入札及び指名競争入札等の結果に係る情報は、佐世保市情

報公開条例（平成１３年条例第４号）第１０条第１項各号に掲げる情報を除



20 

 

き公表する。  

 （請負金額の変更と契約保証金）  

第２４条 発注課は、契約金額の増額により、契約保証金の金額が変更後の契

約金額の１００分の５以下になるときは、契約保証金の金額を変更後の契約

金額の１００分の１０以上に増額しなければならない。  

（一括再委託の禁止及び再委託の承認） 

第２５条 発注課は、業務の履行にあたり、受注者以外の者に業務のすべて

を再委託させてはならない。 

２ 発注課は、業務の履行にあたり、受注者から、業務の一部を他の者へ再

委託させる旨の申請（以下「再委託申請」という。）があった場合は、次に

定める事項を書面により申請させねばならない。 

 ⑴ 再委託する理由 

 ⑵ 再委託の内容 

 ⑶ 再委託先の住所、事業者名、代表者氏名 

 ⑷ 再委託の額又は予定額 

３ 発注課は、再委託申請を受理後、内容を審査し、やむを得ないと判断し

た場合はこれを承認するものとし、文書又は口頭で受注者へ通知するもの

とする。ただし、口頭により通知する場合は、口頭にて通知した旨を当該

業務に係る文書に記載しておかなければならない。 

４ 前項までの規定にかかわらず、別表４第１０号から第１２号に該当する

業務を受注者以外へ再委託する場合、発注課は、口頭により申請させ、口

頭により承認を通知することができる。ただし、次の各号すべてを満たす

場合に限る。 

⑴ 契約課が事前に資格の有無を確認した者への再委託であること。 

⑵ 申請内容が第２項に定める事項と同一であること。 

⑶ 申請及び承認した日付及び⑴及び⑵の内容を記録しておくこと。 

⑷ 業務の完了報告時に、申請内容を完了報告書等に記載させ、内容に相

違ないかを確認すること。 

（要綱等の閲覧）  

第２６条 この要綱、指名業者及び入札結果等は、業務委託の発注課において

閲覧に供するものとする。  

（契約事務チェックシートによる確認）  
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第２７条 発注課長及び発注課担当者は、契約事務チェックシート（通常契約

用）（様式３）による確認を行わなければならない。  

（他の要綱による補完）  

第２８条 この要綱を補完する他の要綱等との関係性は別表４に定めるところ

による。  

（その他）  

第２９条 この要綱に定めるもののほか、業務委託の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。  

附 則  

この要綱は、平成２５年１０月２日から施行し、平成２５年１１月１日以後

に締結する契約に係る契約事務について適用する。ただし、第４条第４項及び

第５項までの規定は、平成２６年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２５年１１月１８日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和元年６月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和２年８月４日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和２年１０月１４日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和３年２月１２日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和３年４月５日から施行する。  
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附 則 

 この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年７月５日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年１１月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年２月１４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年２月１７日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  


